
令和５年度大村市集団指導（介護予防・日常生活支援総合事業）　実地指導において指摘の多い事項について 別添２

№ サービス種別 概要 指摘事項 根拠法令等

① 全サービス共通

運営規程の変更に係る変
更届出書の提出について

　生きがい対応型訪問サービス事業者等は、運営規程に変更があったときは、変更届出書に
より、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
　貴事業所では、従業者の勤務体制等に変更があり、運営規程を変更する必要があったが、
変更届出書を提出していなかった。
　運営規程を変更し、変更届出書を提出すること。

〇大村市介護予防・日常生活支援総
合事業に係る事業者の指定に関する
基準等を定める条例（以下「市条例」
という。）第24条ほか
○大村市介護予防・日常生活支援総
合事業の事業者の指定等に関する
規則第4条第1項第2号

② 全サービス共通

利用者及び利用者の家族
の個人情報に関する同意
について

　生きがい対応型訪問サービス事業者等は、サービス担当者会議等において、利用者の個人
情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家
族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
　貴事業所では、利用者の家族の同意について確認できないものがあった。
　自己点検を行い、当該家族の同意を得ること。

〇市条例第29条第3項ほか

③ 全サービス共通

サービスの提供に関する
記録等の保存期間につい
て

　生きがい対応型訪問サービス事業者等は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を
整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。
　貴事業所では、契約書において、「サービスの記録は、この契約終了後２年間保管します。」
との記載があった。
　当該契約書の文言を修正すること。

○市条例第36条第2項ほか

④ 全サービス共通

個別サービス計画の説明・
同意・交付について

　サービス提供責任者等は、生きがい対応型訪問サービス計画等の作成に当たっては、その
内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
　サービス提供責任者は、生きがい対応型訪問サービス計画等を作成した際には、当該生き
がい対応型訪問サービス計画等を利用者に交付しなければならない。
　貴事業所では、当該計画を作成した際、その内容について利用者又はその家族に対して説
明したことは確認できたが、利用者の同意を得たこと及び利用者に交付したことが確認できな
かった。
　今後は、利用者の同意を得たこと及び利用者に交付したことについても確認ができるように
改善すること。

〇大村市介護予防・日常生活支援総
合事業の実施に関する規則第9条第
4号及び第5号ほか

要点

（１）運営に関する基準

・変更届出書については、サービスごとに提出する必要が
あります。
・運営規程において定める「従業員の員数」については、
「○人以上」と記載することができます。

・個人情報に係る利用の同意については、「利用者」と「利
用者の家族」、それぞれの同意が必要です。

・利用者に対するサービスの提供に係る記録については、
「サービスの完結の日」から「５年間」保存する必要がありま
す。

・個別サービス計画については、利用者へ説明し、同意を
得て、交付する必要があり、それらのことを確認できないこ
とがありますので、個別サービス計画の利用者署名欄又は
支援経過記録等で確認できるようにしてください。
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№ サービス種別 概要 指摘事項 根拠法令等 要点

　運動機能向上加算に係る運動器機能向上サービスについては、以下の①から⑥のとおり、
実施すること。
　①利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サービスの実施に当たっ
てのリスク評価、体力測定等を実施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者の
ニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握すること。
　②理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するためのおおむね３月程度で
達成可能な目標（以下「長期目標」という。）及び長期目標を達成するための短期目標を設定
すること。長期目標及び短期目標については、地域包括支援センター等において作成された
当該利用者に係る介護予防ケアプランと整合が図れたものとすること。
　③利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士等、介護職員、生活相談員そ
の他の職種の者が共同して、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻
度、１回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成すること。その
際、実施期間については、運動の種類によって異なるものの、おおむね３月間程度とすること。
また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効
果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象となる利用者に分か
りやすい形で説明し、その同意を得ること。

　④運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを提供すること。
その際、提供する運動器機能向上サービスについては、国内外の文献等において介護予防
の観点からの有効性が確認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上計
画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば
直ちに当該計画を修正すること。
　⑤利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と
客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機
能向上計画の修正を行うこと。
　⑥運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、長期目標の達成度及
び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る地
域包括支援センター等に報告すること。地域包括支援センター等による当該報告も踏まえた介
護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がな
される場合については、前記①から⑥までの流れにより、継続的に運動器機能向上サービス
を提供する。

　貴事業所においては、利用開始時のサービスの提供に際して考慮すべきリスク等の把握、
短期目標に応じた利用者の運動の機能の状況についてのモニタリング記録や事後アセスメン
トの結果について地域包括支援センターへの報告が行われていない（継続利用の判断がなさ
れていない）等の事例が確認された。
　改めて各要件を確認した上で、今後の実施の方法を改善し、その内容について報告するこ
と。

（２）介護報酬請求（加算・減算）に関する基準

③ 生きがい対応型通所サービス

運動器機能向上加算の算
定要件について

〇市算定要領第2の4（7） ・通所介護及び地域密着通所介護（要介護者対象）におけ
る「個別機能訓練加算」と、生きがい対応型通所サービス
（要支援者等対象）における「運動器機能向上加算」につい
ては、それぞれ要件が異なりますので、各要件をきちんと
確認してください。
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